
主　な　福　祉　施　策　一　覧　表　
消 防 警 察

4 4 5 5 5 7 8 9 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 15 16 17

1 ※ ※ ※ ○ ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ ○ ※ ○ ○

2 ※ ※ ※ ○ ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ ○ ※ ○ ○

3 ※ ※ ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ ○ ※ ○ ○

4 ※ ※ ※ ※ ○ ※ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ ○

5 ※ ※ ※ ※ ○ ※ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ ○

6 ※ ※ ※ ※ ※ ○ ※ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ ○

2 ※ ※ ※ ○ ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ 〇 ○ ○ ※ ○ ○

3 ※ ※ ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ 〇 ○ ○ ※ ○ ○

4 ※ ※ ※ ○ ※ ※ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ 〇 ○ ○

5 ※ ※ ※ ○ ※ ※ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ 〇 ○ ○

6 ※ ※ ※ ○ ※ ※ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ 〇 ○ ○

3 ※ ※ ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ 〇 ○ ○ ※ ○ ○

4 ※ ※ ※ ○ ※ ※ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ 〇 ○ ○

1 ※ ※ ※ ○ ※ ※ ※ ○ ○ ○ ※
　下肢
　体幹

※ ○ ※
　下肢
　体幹

※ ※ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○

2 ※ ※ ※ ○ ※ ※ ※ ○ ○ ○ ※
　下肢
　体幹

※ ○ ※
　下肢
　体幹

※ ※ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ※ ○ ○ ※ ○ ○

3 ※ ※ ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ※ ○ ○ ※ ○ ○

4 ※ ※ ※ ○ ※ ※ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ※ ○ ○ ※

5 ※ ※ ※ ○ ※ ※ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ ○ ※

6 ※ ※ ※ ○ ※ ※ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ ○ ※

1 ※ ※ ※ ○ ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ ○ ※ ○ ○

3 ※ ※ ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ ○ ※ ○ ○

4 ※ ※ ※ ○ ※ ※ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ ○ ※ ※腎臓 ○腎臓

Ａ ※ ※ ※ ○ ※ ※ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ ○ ※ ○ ○

Ｂ ※ ○ ※ ○ ※ ○ ※ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ ※ ○

Ｃ ※ ※ ○ ※ ※ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○

1 ※ ○ ○ ○ ※ ○ 〇 ○ ○ 〇 〇 ○ ○ ※ ○ ○

2 ※ ○ ※ ○ ※ ○ 〇 ○ ○ 〇 〇 ○ ○ ○ ○

3 ※ ※ ※ ※ ○ 〇 ○ ○ 〇 〇 ○ ○ ※

※ ※ ※

有 有 有 有 有 有 一部有 一部有 一部有 一部有 一部有 一部有
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○はおおむね全員が対象になるもの、※は一部のみが対象になるものです。要件については、各ページをご覧ください。
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○

-23-

自閉症

難　　　　病 ※

所 得 制 限

そ の 他 要 件
常時
使用者

警察署で
申請・発行

対象、割引率は各会社による


